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１．一般仕様 

1.1 件 名 

 核破砕中性子源機器用乾燥装置への真空乾燥機能の追加改造 

 

1.2 目 的 

大強度陽子加速器施設（J-PARC）の物質・生命科学実験施設は、加速器で加速された大強度高

エネルギー陽子を入射する中性子源施設とミュオン施設を含む施設である。中性子源では多数の

機器が陽子ビームや中性子の照射により材料損傷等を生じるため交換を行うが、運転に使用した

機器には冷却水が残留するため交換作業前に乾燥作業を行う必要がある。このため、放射化機器

保管設備の一部として乾燥装置が設置されている。乾燥装置は循環器（コンプレッサー）、ヒー

ター、除湿器、フィルタ及び各種タンク等で構成されている。 

乾燥装置は乾燥対象機器内にガスを循環して乾燥を行う設計であるが、乾燥対象となる機器

（モデレータ容器）については、乾燥対象となる流路の状態によって真空乾燥を行った方が合理

的であると判断したため、真空乾燥ができるように改造を行うこととした。また、真空乾燥を行

うために制御系を一部変更する。さらに、経年劣化対策として制御盤機器を更新する 

本書は、乾燥装置への真空乾燥機能の追加改造としての、真空乾燥ユニットの製作、据付、乾

燥装置現場操作盤内の PLC ユニット、タッチパネル等の交換機器選定、手配等に関する一連の作

業を記すものである。 

 

1.3 契約範囲 

1.3.1 契約範囲内 

(1) 設計 

  乾燥装置に追加する真空乾燥ユニットの製作設計  1式 

(2) 材料調達 

  真空ユニットの材料等の調達           1式 

  制御盤更新機器の調達              1式 

(3) 製作 

  機器の加工及び組み立て。制御ソフト等の作成   1式 

(4) 据付 

  現地での設備の据付、調整、配線・配管工事、現場盤へのプログラム入力等  1式 

(5) 試験検査 

  2.3項に示す動作試験等を含む試験検査      1式 

(6) 関連する提出図書（報告書等）の作成 

    1.7項に示す図書の作成、提出           1式 

 

1.3.2 業務範囲外 

(1) 本仕様書に記載なきもの一切 

(2) 不要品の処分 

・更新を行った既設の機器等 
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・現地工事等で発生したごみ等 

1.4 納 期 

令和 7年 3月 14日 

 

1.5 納入場所及び納入条件 

(1) 納入場所 

茨城県那珂郡東海村大字白方 2-4 

日本原子力研究開発機構 J-PARCセンター 物質・生命科学実験施設  

(2) 納入条件 

据付調整後渡し 

 

1.6 検収条件 

第 1章 5項に示す納入場所に納入後、以下の合格をもって検収とする。 

(1) 第 2章に記載する仕様・性能・員数を満たす機器の製作・納入の完了 

(2) 第 2.3項に記載する試験・検査の合格 

(3)  第 1.9項に示した貸与品の返却 

(4) 第 1.7項に示した提出書類の完納及び内容の確認 

 

1.7 提出図書 

(1) 主要工程表 契約後速やかに 5部 要確認 

(2) 提出図書一覧表 契約後速やかに 5部 要確認 

(3) 機器仕様書                    機器調達等開始前  5部 要確認 

(4) 製作要領書 製作着手前  5部 要確認 

(5) 図面類 製作着手前 5部 要確認 

（機器組立図、P＆ID、配置計画図、配管施工図、単線結線図、展開接続図、ケーブル敷設

図、盤内配線図、IBD、等）  

(6) 工場試験検査要領書 工場試験着手前    5部 要確認 

(7) 工場試験検査成績書   現地作業着手前 5部 

(8) 現地試験検査要領書 工場試験着手前    5部 要確認 

(9) 現地試験検査成績書  納入時 5部 

(10)  現地作業要領書   作業着手前 5部  要確認 

(11) 工程・品質管理に係る書類   随時       2部 

(12) 安全管理体制及び連絡体制表  作業開始１週間前まで 2部 

(13) 現場代理人選任届       作業開始１週間前まで 2部 

(14) 体制表及び名簿        作業開始１週間前まで 2部 

(15) 資格を示す文書        随時         2部 

(16) 作業過程記録写真       納入時 3部 

(17) 打合せ議事録 打合せの都度 5部 

(18) 現地作業工程表        作業開始１週間前まで   5部 要確認 
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(19) 取扱説明書 納入時  5部 

(20) 完成図書 納入時 5部 

(21) その他必要図書 随時   5部 

(22) 上記の書類を記録した電子媒体 納入時  1式 

（提出場所） 

原子力機構 J-PARC センター 物質・生命科学ディビジョン 中性子源セクション 

 

1.8 支給品 

・現地工事で使用する電気、水等 

 

1.9 貸与品 

・現場作業において、管理区域で使用するつなぎ、靴、ヘルメット、安全靴等 

・エアライン装備 （マスク、耐圧ホース、圧縮空気ヘッダー等） 

・「放射化機器保管設備」完成図書 

  ＊乾燥装置は放射化機器保管設備の一部として製作。 

 

1.10 品質管理 

(1) 品質の向上のため、製作等にあたっては作業員の教育に努めるとともに､資格､免許等を

要するものに対しては無資格､無免許の人間が実施することがないようにすること。また、

本仕様に係る設計において十分な品質管理を行うこと｡ 

(2) 手順を詳細に記載した手順書等を作成し、教育等を行い、質の向上に努めること。 

(3) 全ての内容を記録・保管し、発注者が要求する場合には、速やかに提示できるように管

理すること。この場合、記録は受注者側責任部署で作成し、受注者職制の確認後、発注

者の確認を受けること。原則として係る記録等の資料は、発注者に随時提出すること。 

 

1.11 適用法規・規格基準 

(1) 日本産業規格（JIS） 

(2) 日本溶接協会規格（WES） 

(3) 日本建築学会各種構造設計及び計算基準（AIJ） 

(4) 日本電機工業会標準規格（JEM） 

(5) 日本電気規格調査会標準規格（JEC） 

(6) 日本電線工業会規格（JCS） 

(7) 労働安全衛生法 

(8) 労働基準法 

(9) 消防法 

(10) 建築基準法 

(11) 電気事業法 

(12) クレーン等安全規則 

(13) 大強度陽子加速器施設（J-PARC）放射線障害予防規程及び細則 
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(14) J-PARCセンター 電気工作物保安規定・同規則 

(15) J-PARCセンター 安全衛生管理規定 

(16) J-PARCセンター危険予知(KY)活動及びツールボックスミーティング(TBM)実施要領 

(17) その他、関係する諸法令、規格・基準 

 

1.12 機密保持 

受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的

で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。この

ため、機密保持を確実に行える具体的な情報管理要領書を作成・提出し、これを厳格に遵守

すること。 

 

1.13 安全管理 

(1)一般安全管理 

・作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作

業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。また、作業遂行上既設物

の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の

事故防止に努めるものとする。 

・作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。 

・受注者は、作業着手に先立ち原子力機構と安全について十分に打合せを行った後着手する

こと。 

・受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び連絡先等を表示すること。 

 ・作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。 

 ・受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なう恐れのあるもの

については、転倒防止策等を施すこと。 

 

1.14 グリーン購入法の推進 

(1) 本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）

に適用する環境物品（事務用品、OA機器等）が発生する場合は、これを採用するものと

する。 

(2) 本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針に定め

る「紙類」の基準を満たしたものであること。 

 

1.15 協議 

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、

原子力機構と協議のうえ、その決定に従うものとする｡ 

 

1.16 その他 

(1) 受注者は発注者と緊密な連絡を取りつつ製作を行うこと。 

(2) 受注者は、発注者から提示する検討資料、情報を本契約以外の目的で第三者に提供する
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ときは、予め書面による許可を求め、発注者の承認を得なければならない。 

(3) 放射線による材料の変質に起因する故障は受注者の責としない。 

(4) 製品納入後､不具合により改造または部品交換を行った場合の保証期間は､改造または部

品交換を行った時点から再起算するものとする。なお、再起算の対象は改造または部品

交換を行った当該品に起因するものとする。 

(5) 発注者の要請により受注者は誠意を持ってアフターサービスを実施するものとする。 

(6) 受注者は原子力機構内施設へ製作物を設置する際に異常事態等が発生した場合、原子力

機構の指示に従い行動するものとする。また、契約に基づく作業等を起因として異常等

が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、

受注者による原因分析や対策検討の結果について機構の確認を受けること。 

 

２．技術仕様 

2.1 概要 

乾燥装置は循環器（コンプレッサー）、ヒーター、除湿器、フィルタ及び各種タンク等で構成され

ている。乾燥装置の系統構成を図１に示す。乾燥装置は、物質・生命科学実験施設（MLF）の地下１

階乾燥装置室に設置されており、乾燥装置室内で乾燥を行うモデレータ等の機器へ配管を接続してガ

スプロセスにより対象機器内の残留水を乾燥除去する。乾燥装置室内の機器配置を図 2 に示す。基本

構成は、コンプレッサー(ベビコン、200 V 仕様)、ドライヤー（チラー冷凍機）、ヒーター（3.5 

kW）、バッファータンク、及び配管類で構成されている。循環乾燥運用時には、0.3 MPa(設計耐

圧:0.5 MPa)以下に空気を充填し、コンプレッサーによる循環(最大 650 L/min)を行う。循環するガス

は乾燥対象機器の上流に設置されているヒーターにより約 60 ℃に加温され、乾燥対象機器を循環し

てドライヤーにより冷却して水分を除去する。循環時の水分除去量については、施設立上げ時の試験

では 50 L を 2 週間で除去できた実績がある。除去した水はドレンタンクへ貯めておき、循環終了時

に別のタンクへと移送する。また、使用した空気は、モレキュラーシーブフィルタを通して建屋排気

系へと排気する。 

本件で追加する真空乾燥を行う場合は、乾燥装置へ真空ポンプ等から成る真空乾燥ユニットを接続

し、乾燥装置に既設のドライヤー（チラー）・ドレンタンク等を利用し、乾燥する機器内に残留した

水分の除去を行う。運転制御は、乾燥装置の制御盤から真空乾燥ユニットも含めた運転を行えるよう

設計すること。 

ドライヤーの仕様を以下に示す。 

冷凍式エアードライヤー（機器番号：6576HEX1301） 

① 型式：オリオン機械㈱ RAX22F 型 

② 処理空気量：3.6 m3/min 

③ 使用圧力範囲：0.2～0.98 MPa 

④ 入口空気温度範囲/出口空気露点：2～50℃ /圧力下 10℃ 

⑤ 圧力損失：0.015 MPa 以下 

⑥ 電源：AC200 V 50 Hz 1.47 kW 3 相 

 

制御盤内には耐用年数を経過している機器等があるため、真空乾燥ユニットの追加設置に合わせて
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更新を行う。 

2.2 機器仕様 

2.2.1 真空乾燥ユニット 

真空乾燥ユニットは真空ポンプ、圧力計、湿度計等から構成され、モデレータの乾燥等に十分な

仕様を持つものとする。以下に機器等の仕様を示し、図 3 に真空乾燥ユニットの概略構成を示す。 

 (1) 機器構成  

① 真空ポンプ（ｱﾈｽﾄ岩田 ISP-500C-T 相当品） 1 台 

タイプ  ：ドライスクロールタイプ 

排気速度 ：500 L/min 以上 

到達圧力 ：≦1 Pa(abs) 

電源  ：3 相、200 V、50 Hz 

配管接続 ：NW フランジ 

② バルブ（銘板付）25A 3 個 

バルブ（銘板付）15A 1 個 

＊気密性を考慮し、ベローズバルブとすること。 

③ 圧力計（連成計、銘板付、外部出力有り） 1 個 

④ 配管 1 式 （乾燥装置接続部も含む） 

⑤ 架台 1 式 （据付固定のためのボルト等を含む） 

(2) 主要材質  ：SUS304相当（配管等接ガス、接液部） 

(3) 概略寸法  ：乾燥機器室へ設置できる範囲で計画すること。詳細は図面で確認すること

とする。  

         *1.2 m × 1.2 m 程度の範囲に収まるように設計すること。 

(4) 真空度条件 ：真空到達度  3 kPa(abs)以下 

乾燥対象容積 約 100 ℓ（配管接続部含む） 

(5) 除湿条件  ：容器内温度  25℃ 

冷却水温度  5℃ 

(6) 取合い   ：プロセスガス フランジ（JIS10K-25A RF） 

電気計装   ユニット側端子箱 

※配管の取り合い位置については本管のチラー上流部とする。 

※真空ポンプと既設配管との取合いはフレキシブルホースを使用すること。 

(7) 備 考 ： 

① 真空ポンプは大気圧から運転し、3 kPa(abs)以下で連続運転できるようにすること。 

② 耐放射線性は考慮しなくてよい。ただし、放射性物質を含むガスを取り扱うため、機器の

気密性等は確保されていること。 

③ポンプ等の機器及び計器は原子力仕様でなくてもよいものとする。 

④真空到達度は既設設備でインリークがあったときは、保証対象外とする。 

 

2.2.2 真空乾燥ユニットの据付 

(1)ユニットの据付は、乾燥装置室に既存の埋め込み金物を利用する。埋込金物にタッププレー
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トを溶接で固定して、ユニット架台をタッププレートへボルト固定すること。 

(2)据付材料 

①タッププレート 

材質 ：SUS304（暫定） 

②取付ボルト 

材質 ：SUS304（暫定） 

(3)特記事項 

・真空乾燥ユニットの設置に利用できる埋込金物（約 300 mm×300 mm）の概略配置を図 2 に

示すが、現地調査により確認し、真空ポンプユニットのサイズ等を考慮してタッププレート

配置やサイズ、ボルトサイズ等を決定すること。また、後施工アンカーの使用も可とする。 

・乾燥装置本体との接続部分については、別作業で使用済みであるため、トリチウムによる

汚染が想定される。このため、本体配管を開放する作業では、原則としてエアラインマス

ク、アノラックスーツの着用、及び、バッグインによる取扱をすることとし、局所排気を行

いながら作業を行うこと。 

・機器を設置する際の耐震については、横荷重で 0.25 G を満足すること。 

 

2.2.3 ユニット接続配管及びサポートの据付 

(1)接続配管及びサポートの据付作業 

①放射性物質が拡散することを防止するため既設配管の切断、溶接は可能な限り行わない方

法を選択すること。 

②真空ポンプユニットと既設配管の取り合いは、既設側にフランジを追加し、フランジ接続

とすること。 

③接続部周りに設置されている既設の計器は、乾燥装置として同等の位置へ再設置するこ

と。 

④振動や強度の観点から適切な状態となるよう配管サポートを設置すること。 

 配管等の耐震性はユニット設置と同等の基準を満足すること。 

(2)手配材料仕様 

①配管材料 

材質 ：SUS304 相当 

②サポート材料 

材質 ：サポート SS400 相当、U ボルト SUS304 相当、シム SUS304 相当 

(3)特記事項 

①サポートはユニットの設計に準じて決定すること。 

②サポートは、エポキシ塗装を施すこと。 

 

2.2.4 制御盤、電気配線工事及び現場操作盤改造 

 (1)乾燥装置制御盤機器 

①制御盤内の主に PLC 及びタッチパネルについて、表 1 に示す機器を更新する。更新にあた

って、型式が変更となるものは、表内に旧品／新品となるように新規型番も加えて記す。た
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だし、調達時点でさらに新規品がある場合には、当該新規品を選択してもよいこととする。 

②既存プログラムを真空乾燥ユニットも加えて操作できるように改造すること。 

③改造された新規プログラムを更新した機器に対してインストールを行う。既存のプログラ

ムを事前に確認し、温度・圧力などの警報や運転上の設定値等についても既存品にあわせる

ように設定すること。 

 

表１ 制御盤交換機器一覧 

No. 名称 型式 メーカ 数量 

1 PLC 

 

ベースユニット Q38B 三菱電機 1 

2 電源ユニット Q61P 1 

3 
CPU ユニット Q02CPU 

／Q03UDVCPU 
1 

4 DI ユニット QX41 1 

5 DO ユニット QY40P 1 

6 AD 変換ユニット Q68ADV 1 

7 AD 変換ユニット Q64AD 1 

8 通信ユニット QJ71LP21-25 1 

9 端子台変換ユニット A6TBXY36 1 

10 
タッチ 

パネル 

 

本体 GT1565-VTBA 

  ／GT2708-VTBA 
1 

11 バス接続ユニット GT15-72QBUSL 1 

12 増設ケーブル GT15-QC30B 1 

13 
電源制御

機器 

SCR ユニット PRXD2020-2TN-Z89 

  ／RPNW2020-T 

富士電機 
1 

14 変換器 変換器ベース BX-16G-1 M システム 1 

15 測温抵抗体変換器 GRS-36-R 2 

16 ディストリビュータ GD-24-R 3 

17 
開閉ディストリビュー

タ 

GDN-24-R 
1 

18 
調節計 温度調節計 KP1130B-008 

／KP1030C008-G0A 

チノー 
1 

19 
電源機器 ノイズフィルタ ZRAC2206-11 

  ／RSHN-2006 

TDK 
1 

20 直流安定化電源 S8TS-06024 オムロン 2 

21 
直流安定化電源コネク

タ 

S8T-BUS01 
1 

 

 

(2)電気配線工事 

①施工範囲は、真空ポンプユニットの端子箱（端子台）から乾燥装置室壁面の乾燥装置プル

ボックスを経由し、１次冷却系電源室の制御盤内までとする。配線長さは 20 m程度であ

る。 

②ケーブルは既設電線管と併設し、既設プルボックスを改造して接続すること。 

③プルボックスサイズ、壁面貫通部の仕舞など施工上の問題がある場合は協議の上対応する

こと。 
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(3)電気配線材料 

①電線管及び付属品 

材質 ：鋼製電線管（指定なし） 

②ケーブル類 

1) 電源ケーブル：キャプタイヤケーブル 

2) 信号ケーブル：信号線（シールド付き撚り対線） 

③制御盤内 圧力計表示 

設置した真空ポンプユニットの圧力計表示を制御盤内タッチパネルに出力すること。 

 

2.2.5 資機材の準備、搬入、搬出、不要品の移動 

(1)搬入・搬出 

①乾燥装置室への搬入は上部遮蔽ハッチ（2.0 m×2.0 m）を通じて施設内のクレーンを使用

して行うこと。搬入経路は第 3 機器搬出入口から搬入すること。詳細は別途調整とする。遮

蔽ハッチの開閉も含め、受注者側でクレーン操作を行うこと。ハッチは作業終了後確実に復

旧すること。 

②乾燥装置室内の移動は乾燥装置室内の天井クレーン（定格 2.8 ton）を使用してもよいこと

とする。 

③クレーンの使用においては原子力機構及び J-PARCの所内規程を遵守して行うこと。 

④作業完了後、乾燥装置室、１次冷却系電源室などの作業場所を清掃し、資機材を搬出する

こと。作業エリアは放射線管理区域であるため、搬出前に汚染検査を受け、汚染のないこ

とを確認したうえで搬出を行うこと。 

(2)不要品の移動 

①既設から取り外した制御盤機器や配管材等は原子力機構担当者の指示に従って、構内の指

定場所へ移動すること。 

 

2.3 試験・検査 

 本仕様で製作・設置する真空乾燥ユニット及び関連機器について、以下の各項目の試験検査を実施

すること。以下に試験検査項目及び判定基準等を示す｡動作確認等の試験は、本仕様書の 2.2項に示す

内容に基づいた試験検査を行うこととする。 

 

2.3.1 工場試験検査 

検査項目 検査方法・判定基準 対象機器 

外観・員数検査 
・目視により、有害な傷、欠陥等のないことを確認。 

・仕様書等に記載した員数と相違ないことを確認。 

・真空乾燥ユニット 

・制御盤更新機器 

寸法検査 
・適切な器具を用いて、主要寸法を測定し、提出され

た図面と相違ないことを確認。 

・真空乾燥ユニット 

材料検査 
・気密部材、強度部材を対象にミルシートによって、

指定の材料相当であることを確認。 

・真空乾燥ユニット 

 

浸透探傷試験 
・圧力バウンダリの溶接部を対象に JIS Z2343に基づい

て実施。 

・真空乾燥ユニット 
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耐圧気密検査 

・空気または窒素ガスにより、0.3 MPa の圧力を加え、

30 分以上保持し、有意な圧力の低下並びに変形や漏れ

のないことを確認。 

・真空乾燥ユニット 

単体動作試験 
・真空乾燥ユニットの各機器について、単体で正常に

動作することを確認。 

・真空乾燥ユニット 

 

2.3.2 現地試験検査 

検査項目 検査方法・判定基準 対象機器 

外観・員数検査 

・目視により、有害な傷、欠陥等のないことを確認。 

・仕様書等に記載した員数と相違ないことを確認。 

・設置されたユニットや配管、ケーブル類が、配置計

画図どおりであることを確認。 

・真空乾燥ユニット 

・制御盤 

・配管、ケーブル類 

寸法検査 
・適切な器具を用いて、主要寸法を測定し、提出され

た図面と相違ないことを確認。 

・真空乾燥ユニット 

・配管、ケーブル類 

電気試験 

・敷設したケーブルの導通を確認。 

・敷設した動力ケーブルに対してメガーを使用して対

地間の絶縁抵抗を測定。 

・制御盤 

・ケーブル 

浸透探傷試験 
・圧力バウンダリの溶接部を対象に JIS Z2343に基づい

て実施。 

・真空乾燥ユニット 

（現地溶接箇所） 

耐圧気密検査 
・空気または窒素ガスにより、0.3 MPa の圧力を加え、

30 分以上保持し、変形や漏れのないことを確認。 

・真空乾燥ユニット 

動作試験 

・真空乾燥ユニットが制御盤からの操作により起動・

停止ができることを確認。 

・計器等の値が制御盤に表示できることを確認。 

・真空乾燥ユニットの入口側を閉止し、ポンプ入口側

の圧力が設計値(3 kPa)より下がることを確認。 

・真空乾燥ユニット 

・制御盤 

・配管、ケーブル類 

 

2.3.3 検査立会区分 

工場試験検査は記録確認を原則とし、現地試験検査は立会いを原則とする。 

工場試験検査                 ○：受注者実施 ●：書類確認                                            

検 査 項 目     受 注 者 原子力機構 

 1. 外観・員数検査 ○ ● 

 2. 寸法検査 ○ ● 

 3. 材料検査 ○ ● 

 4. 浸透探傷試験（PT） ○ ● 

 5. 耐圧気密検査 ○ ● 

 6. 単体動作試験 ○ ● 

 

 

現地試験検査                 ◎：立会 ○：受注者実施                                           

検 査 項 目     受 注 者 原子力機構 

 1. 外観・員数検査 ○ ◎ 



 

11 

 2. 寸法検査 ○ ◎ 

 3. 電気試験 ○ ◎ 

 4. 浸透探傷試験（PT） ○ ◎ 

 5. 耐圧気密検査 ○ ◎ 

 6. 動作試験 ○ ◎ 

 

2.4 現地作業時の注意点 

2.4.1 全般 

・乾燥装置が設置されている乾燥装置室は第 1 種管理区域であるため、以下の点に注意して作業

を行うこと。 

・放射線作業従事者登録をした者が作業を行うこと。バッジ申請を行い J-PARC における作業教育

を受け、バッジを取得して作業を行うこと。 

・養生資材などの資材および作業用の工具等については受注者側で用意して、現地に持ち込み作

業を行うこと。また、持ち込んだ資材、工具等については、汚染検査により汚染のないことを

確認したのち管理区域より持ち出しを行うこと。 

 

2.4.2 工程計画 

現地作業工程は、発注者からの指示に基づくものとして計画を立てること。 

  (1) 実施工程計画 

受注者は、納期等を鑑みた目標工程に基づき、実施作業の詳細な工程表を作成し、発注者の確

認を得て、これを実行すること。作業期間は設備の停止期間に行うものとし、具体的な実施工程

については発注者側と協議の上決定すること。実施工程については実施期間の 1 ヶ月前までに現

地作業工程表を提出し、発注者側の了解を得ること。 

 

 (2) 工程管理 

ａ．発注者が必要とする予定表及び実績等の資料を発注者に提出すること。 

ｂ．受注者は、他設備との調整が必要となりそうな場合、積極的に発注者へ条件等を提示し、上

記工程に支障をきたさぬよう努めること。 

ｃ．受注者の責任において、主要工程に影響を及ぼすと考えられる場合、または工程を変更せざ

るを得ないと考えられる事象が生じた場合には、直ちに発注者に連絡し、協議の上、速やか

に必要な対策を講じることとする。また、受注者は、如何なる理由においても工程に遅延が

生じた場合、又は生じることが予見される場合は、速やかに発注者に連絡し指示を得ること。 

 

2.4.3 作業の実施 

   (1) 実施 

ａ．作業は、別途定められた工程に基づいて進めるが、受注者は、万全な事前準備を行い、発

注者から開始の指示を受けた後、直ちに着手すること。 

ｂ．受注者は、作業要領書を発注者に提出し、万全な事前準備を行い、安全、円滑に行うこと。 
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ｃ．受注者は、実際に行う業者との発注体系を、事前に発注者に連絡すること。 

ｄ．受注者は、実際に行う業者に対し、内容を十分に理解させること。 

ｅ．必要な治具類は、受注者が準備すること。 

 

 (2) 変更 

受注者は、発注者の確認を得た場合を除き、いかなる部分も変更してはならない。 

 

 (3) 産業廃棄物の処理 

据付・調整に伴い発生する梱包材、ハツリガラ、鋼材等の産業廃棄物は、原子力機構担当者の

指示に従って、構内の指定場所へ移動すること。また、受注者の詰所等から発生するゴミ、空き

缶等については、受注者が処分すること。 

 

  (4) 指 導 

ａ．発注者が必要と認めたときは、受注者に対して据付の工法、品質、工程の管理並びに設備改

善について指示または指導を与えることができる。 

ｂ．受注者は、前項による発注者の指示または指導に従わなくてはならない。 

 

  (5) 打合せ 

ａ．打合せをした場合、受注者は直ちに議事録を作成し、発注者、受注者双方の責任者の署名ま

たは押印をし、原紙は発注者が保管する。 

ｂ．受注者は、発注者からの質問事項に対して速やかに回答すること。回答は文書によることを

原則とし、急を要する場合については予め口頭で了承を得て、後日（７日以内を原則とする）

正式に提出し、承認を得ること。 

ｃ．文書の提出がない場合には、発注者の解釈を優先する。 

 

  (6) 記録及び報告 

ａ．下記の事項について、発注者の指示する様式に従って提出すること。 

① 月間、週間工程表 

② 日報（翌朝提出）、予定表（前日提出） 

③ 据付に関する測定及び写真記録（写真については随時撮影して記録すること） 

④ 事故報告（事故発生の場合には、直ちに発注者に口頭で報告した後、遅滞なく詳細を文書

で報告のこと） 

⑤ その他重要な事項 

ｂ．下記の事項を口頭で報告のこと 

① その他重要な事項 

② 翌日の予定、施工方法及び順序 

③ 数日後の施工で相当準備を要するもの 

④ 人員の増減 

⑤ 書類で届け出る事項のうち、緊急を要するもの 
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ｃ．発注者が必要と認めた場合は、受注者に対して据付内容、据付物量及び工数等の実績値など

を資料で説明するよう要求することができる。その場合、受注者は発注者に対し、速やかに

要求された資料を提示すること。 
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図 1 乾燥装置系統図 

 

 

 
 

図 2 乾燥装置室機器配置図 
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図 3 真空乾燥ユニット概略図 

 

 

既設乾燥装置 

フレキ管長さ 

約 400mm 

高さ 

約 1350mm 


